
第 3 章 騒 音

第 l 節 騒音の 現況

1 概 要

騒音は各種公害の中で も 、 日 常生活に特に関係の深い も のであ る が 、 その発生源は多種多様であ り 、

音量、 音質、 発生時間等によ っ て受 け る 被害 も 異 る 。 昭和 5 7 年度の騒音苦情は、 全苦情件数 2 1 7 件

の 1 2 % に当 た る 2 5 件を 占め、 こ の う ち製造業に伴 う 騒音が 8 件 と最 も 多 く 、 次いで商店 、 飲食店

営業に伴 う 騒音が 4 件、 建築土木工事に伴 う 騒音が 3 件 と な っ てい る 。

近年、 特に道路に沿っ た地域で大型自動車の走行に伴 う 騒音が著しい状況にあ る 。

2 各種騒音測定掲査結果

(1 ) 自動車騒音調査

環境週間 ( 6 月 5 日~ 1 1 日 ) の行事の一つ と して、 鳥取市 6 地点、 倉吉市 3 地店 、 米子市 6 地

点及び境港市 3 地点計 1 8 地点において 自動車騒音測定を し 、 併せて交通量 ( 原付自 動二輪車以上)

を凋査 し た 。 ( 表 8 2 )

こ の爵査は騒音に係 る環境基準に基づ く 測定方法で行い 、 その中央値の平均値 を見れば、 鳥取市

6 4 ~ 7 0 ホ ン ( A ) 、 倉吉市 6 8 ~ 7 0 ホ ン ( A ) 、 米子市6 6 ~ 7 1 ホ ン ( A ) 、 境港市 5 5~6 6ホ

ン ( A ) であ り 、 県庁前及び山陰合銀境西支店前を 除いて環境基準相当 と みな さ れ る値に不適合であ

る が、 騒音規制法第 1 7 条に規定す る指定地域内 にお け る 自動車騒音の限度 と 比較す る と 鳥取警察

署付近 を除 き 、 他は限度以下であ っ た 。 〔 全国的 に も 環境基準の達成状況は悪 く 5 6 年度で昼間で

は 2 7 5 % ( 1 0 1 9/3 7 0 0 ) 、 要請限度を超過 して い る も の 3 6 % ( 1 3 2/ 3 7 0 0 ) と なっている 〕 。

(2) 環境騒音実態凋査

昭和 5 7 年度中に、 騒音規制法に基づ く 規制地域の指定を行っ て い る 4 市 ( 3 2 地点 ) 及び港湾

埋立事業に伴 う 騒音監視地点 1 市 ( 8 地点 ) 計 4 市 ( 4 0 地点 ) で実施 した調査の結果は表 8 3 の

と お り であ る 。

凋査結果 を見 る と環境基準Aに相当す る 地域 ( 主 と して住居の用 に供 さ れ る地域 ) 及び環境基準

B に相当す る地域 ( 相当数の住居 と併せて商業、 工業等の用 に供 さ れ る 地域 ) では環境基準相当の

適合率はそれぞれ 5 1 %及ひ 5 5 %であ っ た 。

ま た 、 道路に面す る 地域 と 面 さ ない地域で見て も 、 道路に面す る 地域での環境基準相当の適合率

2 9 % 、 その う ち 、 A相当類型では朝 ･ 夜間 2 2 % 、 昼間 ･ 夕 は 0 %、 B 相当類型では朝及び夜間

がそれぞれ 4 5 %及び 6 4 %昼間及び夕 は、 それぞれ 2 7 %及 び 3 6 % と な っ てお り 、 いづれ も 朝

･ 夜間に比べて、 昼間 ･ 夕が悪か っ た 。

道路に面 さ な い地域の適合率は 7 6 % 、 その う ち 、 朝 昼間及び夕でそれぞれ 8 5 %、 8 0 %及

び 7 0 % と 良いが、 夜間は 4 5 % と悪か っ た 。 こ の よ う “こ道路に面す る 地域での適合率が悪いが、

しか しいづれの地域において も 騒音規制法第 1 7 条に規定す る 自動車騒音の限度を ほ と ん ど満足 し

てい る 。
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表 8 2 昭和 5 7 年度 環境週間行事におけ る 自 動車騒音測定結果

地 域
測定

月/日
測 定 場 所

所在地

( 車線数 )

地域類型

相 当

最 高 値
Z

最 低 値
ホ ン 問

平 均 値
適 ◎

否 (x)

鳥 取 市 6/6

鳥 取 駅 前 附 近 今 町(4) B 6 8 () 6 5 6 7 ×

日 交 旅 行 セ ン タ ー 前 森 泉 靜 B 7 1 () 6 8 7 0 ×

県 庁 前 東 町(4) B 6 6 () 6 2 6 4 ○

大 村 薬 局 前 片 原(2) B 6 7 () 5 5 6 6 ×

鳥 取 警 察 署 附 近 青 葉 町(2) A 7 2 () 6 8 7 0 ×

面 谷 外 科 附 近 吉 方 町(4) A 6 8 () 6 7 6 8 ×

倉 吉 市 6/9

打 吹 駅 二目 j 明 治 町(2) B 7 2 () 6 9 7 0 ×

倉 吉 駅 前 通 り 上 井 町(4) B 7 3 () 6 5 6 8 ×

宮 川 ロ ー タ リ ー 宮 川 町 (4 ) B 7 0 ′~ 6 7 6 8 ×

米 子 市 6/ 8

米 子 駅 二印｣ 明 治 町(4) B 6 9 () 6 7 6 8 ×

中 国 電 力 前 加 茂 町 (4) B 7 2 ′~ 7 1 7 1 ×

明 治 生 命 前 角 盤 町 (4) B 7 5 () 7 1 7 3 ×

消 防 署 附 近 富士見町(4) B 6 8 () 6 4 6 6 ×

鳥 銀 米 子 支 店 前 西 福 原(4 ) B 7 1 ~ 6 9 7 0 ×

隠 樹 建 築 事 務 所 前 米 原(4) A 7 0 () 6 5 6 8 ×

境 港 市 644

鳥 銀 境 港 支 店 前 上 道 町 (2) A 6 8 () 6 5 6 6 ×

境 港 公 民 館 前 榛 町(2) A 6 7 () 6 2 6 4 ×

× 1

山 陰合同銀行境西支店前 外 江 町(2) A 5 7 ~ 5 4 5 5 〇

圏 測定値は午前 8 時か ら 午後 4 時ま での 2 時間お き 5 回の測定
適否 と は環境基準の あて はめ を 行っ た場合の判定
※ 1 は昭和 5 6 年 ま では中国電気工事境港出張所前

※ 2 ~ ※ 7 は片側車線の みの交通量

- 9 1 --- 9 0 -‐

昭 和 5 3 ~ 5 7 年 の 経 年 変 化

騒 音 平 均 値 交 通 量 / 1 0 分 ( ) 大 型 車

53 年 度 54 年 度 55 年 度 56 年 度 57 年 度 53 年 度 54 年 度 55 年 度 56 年 度 57 年 度

6 7 6 4 6 3 6 6 6 7 7 2 (7) 6 7 (4 ) 7 0 (4) 6 7 (9)
※ 2

7 1 (8 )

7 0 6 7 6 8 6 9 7 0 1 4 5 Qの 8 7 ⑮ 1 7 1 Qの 1 0 3 (9)
X 3

7 8 (5)

6 3 6 3 6 4 6 4 6 4 7 4 (8) 6 5 (7) 7 2 (7) 6 7 (7) 1 4 5 Q秒

6 7 6 5 6 6 6 6 8 0 (4) 8 1 (4) 7 5 (2)
X 4

6 1 (の

7 1 6 8 7 1 7 0 1 4 7 @ 1 2 9 (9) 1 5 4 ⑤ 2 8 3 ㈱

6 6 6 7 6 8 8 9 (5) 9 0 (8) 1 8 3 0の

6 4 6 6 7 0 6 8 7 0 4 8 (5) 4 8 (4) 5 0 ⑪ 6 1 (4) 9 4 (7)

6 7 7 2 6 9 6 9 6 8 1 O 2 Qの 1 1 3 Qの 1 1 4 (9) 1 1 6 0の 2 5 8 40

6 6 6 9 6 7 7 0 6 8 9 5 (7) 9 5 (8) 1 1 2 (8 ) 1 0 8 (5 ) 1 9 0 (7)

6 6 6 8 6 7 6 9 6 8 9 7 ⑭ 9 4 Qの 9 6 ⑪ 9 4 Qの 1 1 7 (4)

6 9 7 1 7 1 7 2 7 1 1 5 6 @ 1 6 4 乾の 1 7 8 ⑳ 1 8 3 ⑰ 2 5 6 89

7 0 7 1 7 1 7 2 7 3 1 5 1 ⑬ 1 5 2 @の 1 6 7 @ 1 8 1 @ 3 0 2 8D

7 0 6 9 6 9 6 6 1 3 5 の 1 3 2 0の 1 2 1 の

× 5

1 2 7 (5)

7 3 7 3 7 3 7 0 1 8 0 0の 1 8 9 ⑬ 1 7 5 の
X 6

2 0 5 ⑰

6 8 6 7 6 8 1 6 3 G釧 1 3 2 Qの
× 7

1 7 5 ⑭

6 7 6 9 6 7 6 8 6 6 6 5 Gの 5 9 (7) 6 5 (6) 5 1 (6) 1 1 6 Qの

6 5 6 3 6 4 6 4 5 6 (6) 5 7 (6) 5 3 (7) 9 7 (9 )

5 8 6 1 5 9 6 1 5 5 2 7 ( 1 ) 3 1 (3) 3 0 (3) 2 7 (3) 5 2 (3)



表 8 3 昭和 5 7 年度 環境騒音調査結果

地 域
測 定

月俎
測 定 場 所 所 在 地 道 路 名 地域の区分

朝

鳥 取 市 9ノ6

山 の 手 セ ン タ ー 前 吉 方 町 国 道 29 号 線 A - 2 6 8

" 裏 れソ A 4 1

鳥 取市文化 ホ ー ル前 吉方温泉町 県 道 福 部 鳥 取 線 B - 2 6 0

" 袰 イン B 6 4

喫 茶 パ ル ー ア 前 田 園 町 国 道 29 号 線 B - 2 4 3

" 製 イン A 6 4

鳥 取 ス ト ア 前 天 神 町 国 道 53 号 線 B - 4 4 7

" 裏 イン B 6 5

倉 吉 市

9/8

(午後 )

9/20

(午前 )

倉吉 ホ ー ム 電 業 前 大 正 町 国道 313 号線バイ パス A - 2 4 7

中 部 医 師 会 館 前 れソ A 7 1

善 正 寺 前 河 原 町 国 道 31 3 号 線 A - 2 4 7

" 中庭 れッ A 4 3

倉 吉 西 中 裏 秋 喜 地方道倉吉赤碕中山線 A - 2 4 4

倉 吉 西 高 横 んソ A 6 5

中 国 電 気 工 事 前 八 屋 国 道 17 9 号 線 B - 4 4 0

倉吉市農協西郷支所横 イン A 5 1

米 子 市

10/7

(午後 )

1 0ゾ8

( 午前)

戸 口 田 医 院 前 上 福 原 県 道 皆 生 西 原 線 A - 4 5 1

" 裏 " A 4 2

田 辺 外 科 医 院 前 道 笑 町 国 道 1 81 号 線 B - 2 6 5

建 設 省 職 員 宿 舎 前 んツ A 4 1

の

の

- 9 2 -

定 値 〔ホ ン (A) 〕 交通量 台/1 0分 ( 大型 )

区域の区分
環境基輌湘当 )詫

昼 間 夕 夜 間 朝 尽 夕 夜 朝 昼 夕 夜

6 8 6 7 5 0 2 8 9 (4) 2 0 6 (9) 1 5 2 0の 2 1 (3) 第 2 種 × × × ×

4 4 3 9 3 6 イン ○ ○ ○ ○

5 0 4 8 4 5 7 0 (5) 1 6 4 (7) 1 6 8 (8 ) 5 9 (の 第 3 種 〇 × × ○

7 0 6 8 5 7 イン ○ 〇 ○ 〇

4 3 4 0 4 4 8 1 (8) 2 7 3 ⑬ 2 8 8 Qの 5 0 (3) んソ × × × ×

7 0 6 8 5 7 第 2 種 ○ ○ ○ ×

4 8 5 1 4 8 1 9 8 Gの 2 0 3 幼 1 6 4 (8) 3 7 (2) 第 3 種 〇 × × ○

6 5 5 9 4 8 イン ○ 〇 〇 ○

4 4 4 3 4 3 1 3 1 (8) 1 0 7 (8) 7 8 (2) 2 4 (2) 第 2 種 × × × ×

6 5 6 0 5 3 イン × ○ ○ ×

4 7 4 3 4 1 1 8 3 (7) 1 0 0 (6) 7 0 (5) 2 3 @) イン × × × ×

6 4 6 2 4 7 イン × ○ ○ ×

4 2 4 0 4 7 2 3 (1 ) 7 2 (6) 9 5 (1 ) 6 (1 ) イン ○ × × ×

7 1 6 8 4 8 イン ○ ○ ○ ×

4 2 4 0 4 1 6 8 (4) 2 4 0 ⑩ 2 3 7 Qの 2 9 @) 第 3 種 ○ × × ○

6 5 5 8 5 7 第 2 種 ○ ○ ○ ×

6 5 5 8 5 7 8 3 (8) 1 7 9 (5) 9 4 ⑨ 4 0 (の れッ ○ × × ×

4 2 4 1 4 0 れ7 〇 ○ ○ 〇

6 7 6 1 5 6 2 3 1 Qの 1 8 2 の 8 8 Gの 3 1 (5 ) 第 3 種 × × × ×

4 3 4 4 4 4 第 2 種 ○ ○ ○

- 9 3 -



の

地 域
測 定

月/日
測 定 場 所 所 在 地 道 路 名 地域の区分

朝

米 子 市 移籟聯篇
高野産業第二倉庫前 紙 園 町 国 道 9 号 線 B - 2 7 2

鉄 道 宿 舎 裏 イン A 4 4

建設省米子 出張所前 車 尾 国 道 9 号 線 B - 4 7 0

" 袰 イン A 4 3

境 港 市

10/1 2

1 0/13

境 港 公 民 館 前 湊 町 県 道 彦 名 境 港 線 A - 2 5 3

境 小 学 校 裏 んソ A 3 5

山 陰合銀外江支店前 外 江 町 県 道 彦 名 境 港 線 A - 2 6 3

松 本 進 宅 前 イン A 4 6

順 天 堂
ハ ウ ジ ン グ フ ン ド 前

東 本 町 県 道 境 港 線 B - 2 4 7

( " 裏 )
渡 辺税理士事務所前

イン A 3 8

都 田 水 産 前 上 道 町 地 方 道 米 子 境 線 B - 4 5 9

" 袰 イン B 4 3

北陽 タ イ ヤ サー ビス前 竹 内 町 地 方 道 米 子 境 線 B - 4 6 9

安 達 正 治 宅 前 メソ A 3 9

浜田 ブ ロ ッ ク 工業前 れソ 地 方 道 米 子 境 線 B - 4 7 0

老人福祉セ ン タ ー 前 れソ A 4 2

武 良 水 産 加工 場 前 高 松 町 地 方 道 米 子 境 線 A - 4 7 0

鈴 木 豊 徳 宅 前 れツ A 4 5

工 業 試 験 場
境 港 分 場 入 口

新 屋 町 地 方 道 米 子 境 線 A - 4 6 9

" 内 A 3 7

-- 9 4 -‐

定 値 〔 ホ ン ( A ) 〕 交通量 台/1 0分 ( 大型 )

区域の区分
環境基離 鯛当 ) 馨概

昼 間 夕 夜 間 朝 昼 間 夕 夜 間 朝 昼 間 夕 夜 間

7 1 7 0 6 2 2 0 8 の 1 6 3 ⑳ 1 5 6 ⑳ 4 6 ⑬ 第 3 種 × × × ×

4 5 4 3 4 3 イン ○ × × ×

7 2 6 9 6 5 2 0 7 6の 3 2 2 6り 2 3 4 ⑳ 8 4 の
イン

× × × ○

5 1 4 8 4 3 んツ ○ × × ×

6 2 5 6 4 4 5 2 (5 ) 5 1 ④ 5 2 ( 1 ) 1 1 (1 ) 第 2 種 × × × ○

4 5 3 8 3 9 イン ○ ○ ○ ○

5 9 5 2 4 0 1 2 7 (5) 7 0 (7) 4 6 (2) 1 1 (の イン × × × ○

4 2 4 1 4 0 メッ × ○ ○ ○

5 8 4 6 4 0 1 7 (2 ) 3 5 ( 1 ) 2 8 (の 5 ( 1 ) 第 3 種 ○ ○ ○ ○

4 0 3 8 3 5 第 2 種 ○ ○ ○ ○

6 1 6 1 5 0 6 2 0の 1 0 0 鱒 9 4 (2) 3 4 (4) 第 3 種 ○ ○ ○ 〇

4 3 4 3 4 1 第 2 種 ○ ○ ○ ○

6 8 6 0 5 9 2 0 6 ⑬ 1 4 5 @の 3 9 (3) 3 9 (4) 第 3 種 × × ○ ○

4 4 4 8 4 1 イン ○ ○ × ×

6 4 5 6 6 0 2 4 3 ⑬ 1 5 0 Gの 8 4 (2) 3 4 (4 ) イン × ○ ○ ○

4 8 4 2 4 1 第 2 種 ○ ○ ○ ×

6 8 7 0 6 7 2 2 7 ⑬ 1 3 9 Qの 7 8 (3) 3 4 (3) イン × × × ×

5 0 5 9 3 2 イン ○ ○ × ○

6 6 6 0 5 7 1 6 3 G秒 1 4 5 の 8 5 (2) 4 6 (3 ) イン × × × ×

4 4 4 9 4 1 たソ ○ ○ × ×

- 9 5 -



第 2 節 騒音の 防止対策

1 法 ･ 条例 によ る規制

(1) 公害対策基本法第 9 条の規定に基づ く 、 ｢騒音に係 る 環境基準｣ について は、 昭和 4 6 年 5 月 2 5

日 付け閣議決定に よ り 騒音に係る 環境上の条件について生活環境 を保全 し、 人の健康の保護に資す

る う えで、 維持 さ れ る こ とが望ま し い基準 ( 以下 ｢環境基準｣ と い う 。 ) と し て定め ら れてい る 。

( 表 8 4 )

なお、 当環境基準は 、 地域の類型あてはめ制を と って い るが、 本県においては 、 昭和 5 8 年 3 月

3 1 日現在、 地域の類型あてはめ は行っ て いない。

環境基準は 、 地域の類型及び時間の区分 ご と に次表の基準値の欄に掲げ る と お り と す る 。

表 8 4 騒音に係 る 環境基準 ( 昭和 4 6 年 5 月 2 5 日 閣議決定 )

地域の類型

時 間 の 区 分

該 当 地 域

昼 間 朝 ･ 夕 夜 間

A A 45ホ メ勾以下 4 0ホ ン問以下 35 ホ ン国以下
環境基隼に係 る 水ご城及び地域の指定権限

の委任に関す る 政令 ( 昭和 4 6 年政令第

1 5 9号) 第 2 項の規定に基づ き都道府県

知事が地域の区分 ご と に指定す る地域

A 50 ホ ン囚以下 45 ホ ン(刃以下 40 ホ ン色以下

B 60 ホ ン鱒以下 55ホ ン(刃以下 50 ホ メ刃以下

囲 1 A A を あてはめ る地域は療養施設が集合 して設置 さ れ る地域な ど特に静穏 を要す る地域 と す

る こ と 。

2 A を あて はめ る 地域は主 と して住居の用 に供 さ れ る 地域 と す る こ と 。

3 B を あてはめ る 地域は相当数の街居 と 併せて商業、 工業等の用 に供 さ れる 地域 と す る こ と 。

た だ し、 次表に掲 げる 地域に該当する 地域 ( 以下 ｢道路に面す る地域｣ と い う ) について は

そ の環境基準は上表に よ らず次表の基準値の欄に掲げる と お り とす る 。

地 域 の 区 分

時 間 の 区 分

昼 間 朝 ･ 夕 夜 間

A地域の う ち 2 車線 を有す る道路に面す る地域 55 ホ ン(刃以下 50ホ ス刃以下 45 ホ ン国以下

A地域の う ち 2 車線を超え る車線を有す る道路に面す る地域 60 ホ ン(周以下 55 ホ ン(刃以下 50 ホ ン(刃以下

B地域の う ち 2 車耗勉以下の車線を有する道路に面す る地域 65 ホ ン国以下 60 ホ ン翁以下 55 ホ ン国以下

B地域の う ち 2 車線を超え る車線 を有す る 道路に面す る地域 65 ホ ン国以下 “ホ ン(勾以下 60 ホ ン(国以下

備考 車線 と は 1 縦列の 自動車が安全かつ円滑に走行す る ために必要な一定の幅員を有す る帯状の

車道部分 を い う 。

-- 9 6 一‐



表 8 5 一般的な騒音 レベル

ホ ン 状 況

1 4 0 極度の聴力障害

1 3 0 最大可聴限界

1 2 0 飛行機のエ ン ジ ンの近 く

1 1 0 自動車の ク フ ク シ ョ ン、 船の機関室内

1 0 0 高速列車の近傍

9 0 組立工場、 やかま しい地下鉄

8 0 交通の はげ しい交差点

7 0 電話のベル ( 1 m )

6 0 会話 ( 1 m ) 、 一般の事務室内

5 0 普通の事務室、 静かな住宅地

4 0 静かな図書館

3 0 深夜、 フ ジ オ ･ プ レ ビ放送の ス タ ジオ 内

2 0 人の さ さ や き

1 0 木の葉の音

O

難

聴 作 会

惹 業 話
能 了

起 率 解

の の

低 低

下 下

(2) 騒音規制法

騒音規制法では、 騒音を防止す る こ と に よ り 生活環境 を保全すべき 地域 を知事が指定 し G法第 3

条第 1 項 ) 、 こ の指定地域内 にあ る工場、 事業場におけ る事業活動に伴 う 騒音 ( 法第 2 条第 1 項及

び第 2 項 ) 、 建設工事に伴 っ て発生す る騒音 ( 法第 2 条第 3項 ) を規制す る と と も に 、 自 動車か ら

発生す る騒音の許容限度 ( 法第 1 6 条 ) を定 め 、 更に道路交通に起因する 自動車騒音について対策

を要請 ( 法第 1 7 条 ) で き る こ と と してい る 。

本県におけ る 地域指定状況は 、 表 8 6 と 表 8 7 の と お り であ る 。

表 8 6 地域指定状況

告 示 年 月 日 地 域 指 定 市 町 村 名

昭和 4 9 年 9 月 1 7 日

( 県告示第 778 号~第 780 号 )
鳥取市及び米子市の一部

昭和 5 0 年 5 月 3 0 日

( 県告示第 476 号~第 478 号 )
倉吉市及び境港市の一部

昭和 5 4 年 7 月 6 日

( 県告示第 57 5 号~第 577 号 )
国府町、 郡家 及び 日 吉津村の一部
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表 8 7 騒音規制の区域の区分 と用途地域の関係

特定工場等において発生する 騒音について規制す る 区域
並びに 自動車騒音の限度に係 る 区域。

都市計画法に基づ く
用 途 地域 の 区 分

特定建設作業に伴 っ
て発生す る 騒音につ
いて規制する 区域。用 途 地 域

第 1 種区域
良好な住居の環境を保全す る た め 、 特 に静穏の保持 を

必要 と する 区域。

第 1 種住居専用地域

第 1 号区域
( 第 4 種区域の う ち
学校、 保育所、 病院、
診療所、 図書館及び
特別養護老人ホ ー ム
の敷地の周囲約8 0 m
以内の区域 を含む。 )

第 2 種住居専用地域

第 2 種区域
住居の用 に供 さ れている た め静穏の保持を必要 と す る

区域。

第 2 種住居専用地域

住 居 地 域

第 3 種区域
住居の用 にあわせて商業工業等の用 に供 さ れてい る 区

域であ っ て、 その区域内の住民の生活環境 を保全する た
め騒音の発生を防止す る必要があ る 区域 。

近 隣 商 業 地 域

商 業 地 域

準 工 業 地 域

第 4 種区域
主 と して工業等の用 に供 さ れてい る 区域で あ っ て そ

の区域内の住民の生活環境を悪化 さ せ な い た め 、 著 し
い騒音の発生を防止す る 必要があ る 区域。

工 業 地 域 第 2 号区域

指定地域か ら除外 工 業 専 用 地 域 指定地域か ら 除外

鰯 規制の区域 を示す図面は、 県斬:環境保全課、 関係市役所及び町村役場公害担当課に備え置 き 、

一般の縦覧に供 して い る 。

ア 工場、 事業場騒音

工場、 事業場騒音について規制の対象 と な る の は 、 指定地域内 にあ っ て 、 特定施設 ( 政令第 1

条 ) を設置 してい る工場及び事業場 ( 特定工場等 と い う 。 ) であ る 。

特定工場等には、 規制基準の遵守義務が罧せ ら れてお り 、 知事 G指定地域市町村長に事務委任。

以下同 じ ) は 、 規制基準に適合 しな い こ と “こ よ り 、 周辺の生活環境が損なわれ る と 認 め る 場合に、

計画変更勧告や改善勧告、 更には改善命令を行 う こ と がで き る 。

表 8 8 特定工場等において発生す る 騒音について の規制基準

( }勝愈きき
昼 間

午前 8 時か ら 、
午後 7 時ま で ノ

朝 夕
午前 6 時か ら 午前 8 時ま で 、
午後 7 時か ら午後1 0時 まで ノ

夜 間
午後1 0時か ら ･
翌 日 の午前 6 時まで ノ

第 1 種 区域 5 0 ホ ン 4 5 ホ ン 4 5 ホ ン

第 2 種 区 域 6 0 ホ ン 5 0 ホ ン 4 5 ホ ン

第 3 種 区 域 6 5 ホ ン 6 5 ホ ン 5 0 ホ ン

第 4 種 区 域 7 0 ホ ン 7 0 ホ ン 6 5 ホ ン

<基準値は特定工場等 ( 騒音規制法施行令別表第 1 に定め る施設を設置す る工場 事業場 ) におい

て発生する騒音の特定工場等の敷地の境界線上にお け る大 き さ 。 >
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イ 建設作業騒音

建設作業騒音について規制の対象 と な る のは 、 指定地域内 において、 建設工事を施工す る場合

に、 特定建設作業 ( 政令第 2 条 ) を伴 う 作業で あ る 。

特定建設作業には ･ 届出義務 ( 法第 1 4 条 ) が課せ ら れてい る 。 ま た 、 市町村長 るま 、 特定建設

作業に伴い発生する 騒音が一定の規制基準に適合 しな い こ と によ り 、 生活環境が著 し く 損なわれ

る場合において は 、 必要な勧告、 命令の措置 ( 法第 1 5 条 ) を探 る こ と がで き る 。

表 8 9 特定建設作業に伴っ て発生する 騒音についての規制基準

漱
①く い打機
( も んけんを

除 く 。 ) く い抜

機又は く い打

く い抜機を使

用す る作業
( 圧入式及び
ア ー ス オー ガ

一 を併用する
作業を除 く 。 )

②び ょ う 打機
を使用す る作
業。

③さ く 岩機を
使用する作業
( 1 日 50m 以

上移動する作

業を除 く )

④空気圧縮機
( 電動でな く

出力15K職以上

の も の ) を使

用 する作業
( さ く 岩機の

動力 と して使

用 する 場合を

除 く 。 )

⑤コ ンク ノ ー
ト プ フ ン ト

(容量045m3以

上 ) 又は ア ス

フ ァ ル ト プ フ

ン ト ( 容量

200 k霧以上 )
を設け て行 う

作業 ( モル タ

ル製造す る場
合を除 く 。 )

適用除外
作業場所の敷
地境界線か ら
3 0mの地点に
お け る 騒音

8 5ホ ン を

超 えな い こ と

80ホ ン を

超 えない こ と

75ホ ン を

超え ない こ と

75ホ ン を

超え ない こ と

75ホ ン を

超えない こ と

作業禁止

の時間帯

1 号

区域

午後 7 時

~午前 7 時

午後 7 時

~午前 7 時

午後 9 時

~午前 6 時

午後 9 時

~午前 6 時

午後 9 時

~午前 6 時

災害、 非常の事態
人の生命、 危険防
止、 鉄軌道の正常
運転、 道路法及び
道交法の 占用及び
許可の夜間指定

2 号

区域

午後1 0時

~午前 6 時

午後1 0時

~午前 6 時

午後10時

~午前 6 時

午後10時

~午前 6 時

午後1 0時

~午前 6 時

作業時間
の長 さ の
制 限

1 号

区域
1 日 1 0時間 1 日 10時間 1 日 10時間 1 日 10時間 1 日 1 0時間 1 日 で完了す る作

業、 災害の事態、
人の生命、 危険防
止

2 号

区域
1 日 14時間 1 日 14時間 1 日 14時間 1 日 14時間 1 日 14時間

連続 して
作業する
こ と ので

き る 日 数 弓戯一猾圀 6 日 間以内 6 日 間以内 6 日 間以内

1 か月 以内 1 か月以内
災害、 非常事態、
人の生命、 危険防
止

2 か月 以内 2 か月 以内

作 業 を

禁 止 す る 日

日 曜日

そ の他の休 日

日曜 日

そ の他の休 日

日 曜 日

その他の休日

日曜 日

その他の休 日

日曜 日

その他の休 日

災害、 非常の事態、
人の生命、 危険防
止、 鉄軌道の正常
運転 、 道路法及び
道交法の 占用及び
許可の夜間指定 .

｣

ウ 自動車騒音

騒音規制法では 、 自動車構造の改善によ り 自 動車騒音の防止を 図 る た め 、 環境庁長官が自動車
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騒音の大 き さ の許容限度を定め 、 こ れを道路運送車両の保安基準において担保す る こ と と して い

る 。 ま た 、 指定地域内にあ って、 市町村長が 自動車騒音について、 そ の測定 レベルが一定の限度

を超え、 道路周辺の生活環境が著 し く 損なわれる と認め る と き は 、 都道府県公安委員会に対 して 、

道路交通法の規定によ る 措置を と る べ き こ と を要請 し、 また必要に応 じ、 道路管理者等に対 し、

道路構造の改善その他の 自動車騒音の大 き さ の減少に資す る事項に関 し 、 意見を述べ る こ と がで

き る 。

表 9 0 騒音規制法第 1 7 条第 1 項の規定に基つ く 指定地域内におけ る 自 動車騒音の限度

区 域 の 区 分

時 間 の 区 分

昼 間 朝 ･ 夕 夜 間

1 第 1 種区域の う ち 1 車線を有す る道路に面す る 区域 55 ホ ン 50 ホ ン 45 ホ ン

2 第 2 種区域の う ち 1 車線 を有す る 道路に面す る 区域 60 ホ ン 55 ホ ン 50 ホ ン

3 第 1 種区域及び第 2 種区域の う ち 2 車線を有す る道路に面す る 区域 70 ホ ン 65 ホ ン 55 ホ ン

4 需ず難駿及び第 2 種区域の う ち 2 車線を超え る車線を有す る道路 “こ 7 5 ホ ン 7 0 ホ ン 60 ホ ン

5 第 3 種区域及び第 4 種区域の う ち 1 車線を有す る 道路に面す る区域 70 ホ ン 65ホ ン 60 ホ ン

6 第 3 種区域及 び第 4 種区域の う ち 2 車線を有す る 道路に面す る 区域 75 ホ ン 70 ホ ン 65 ホ ン

7 篝導讓及び第 4 種区域の う ち 2車線を超え る車線を有す る道路 “こ 80 ホ ン 75 ホ ン 65 ホ ン

(3) 鳥取県公害防止条例 ( 昭和 4 6 年 1 0 月 1 2 日 鳥取県条例第 3 5 号 )

近時、 ビル等の増加に伴い冷房用の ク ー リ ン グ タ ワ ー の騒音が問題 と な っ てい る が、 こ れを条例

によ り 騒音関係特定施設 ( 表 9 1 ) と して、 昭和 4 7 年 4 月 1 日 か ら規制が行われてお り 規制地

域及び規制基準は騒音規制法に準拠 してい る 。

表 9 1 鳥取県公害防止条例によ る 騒音関係特定施設の規模

施 設 名 規 格

ク ー リ ン グ タ ワ ー 送風機の原動機の定格出力が o. 7 5 キ ロ ワ ッ ト 以上の も の に限 る 。

ま た 、 深夜の静穏を保持す る た め 、 全県下の工場、 事業場のすべての事業活動に伴 う 深夜 ( 午後

1 0 時か ら 翌 日 の午前 6 時ま で ) の騒音を昭和 4 7 年 4 月 1 日か ら規制 してい る 。 事業活動すなわ

ち 、 物の製造、 加工に伴 っ て発生す る 騒音のほか、 例 え ば飲食店 を営む こ と によ っ て発生する 音楽

放送、 バン ド 演奏、 カ フ オ ケ及び き ょ う 声な どの騒音 も 含めて規制を行 っ て いる 。
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表 9 2 鳥取県公害防止条例によ る深夜騒音の規制基準

区 域 の 区 分 基 準 値

1 定艇醒鼾第 3 条第 1 項の規定に基づいて指定 さ れた第 3 種区域及び知事が別に 5 0 ホ ン

2選叢鼾第 3 条第 1 項の競るこ基づして指定 さ れた第 4 種区域及び知事が別に 6 5 ホ ン

3 1 及び 2 に掲げる 区域以外の区域。 4 5 ホ ン

(4) 航空機騒音に係る 環境基準

公害対策基本法第 9 条の規定に基づ く 、 ｢航空機騒音に係 る環境基準｣ については 、 昭和 4 8 年

1 2 月 2 7 日付環境庁告示第 1 54 号によ り 騒音に係 る環境上の条件につ き 、 生活環境を保全 し 、 人

の健康の保護に資す る う えで維持する こ と が望 ま し い航空機騒音に係 る基準 ( 以下 ｢環境基準｣ と

い う 。 ) と して定め ら れてい る 。 ( 資料 9 )

本県においては 、 鳥取市に鳥取空港 ( 管理者 : 鳥取県 ) と 境港市に美保飛行場 ( 管理者 : 防衛庁、

の 共用飛行場 ) の 2 つがあ り 、 環境基準に基づ く 飛行場の区分は、 鳥取空港の場合第 3 種空港こ該当
す る飛行場であ る が、 離着陸回数が 1 日 当 た り 1 0 回 以下の飛行場であ る 。 ま た 、 美保飛行場の場

合は 、 自衛隊等が使用す る飛行場であ り 、 第 2 種空港A に準ず る飛行場に該当す る も のであ る が、

両飛行場 と も現在、 環境基準の地域の類型あてはめ は行っ ていない。

2 特定施設等の届出状況

(1 ) 騒音規制法に よ る特定施設の届出数

表 9 3 特定施設の種類別届出数 ( 昭和 5 8 年 3 月 3 1 日現在 )

市町村名

種 類
鳥取市 米子市 倉吉市 境港市 国府町 郡家町 日 吉津村 合 計

1 金 属 加 工 機 械 1 5 8 1 1 5 6 6 1 7 4 3 6 0

2 空 気 圧 縮 機 等 2 4 0 1 8 9 1 1 4 5 6 2 2 1 2 4 7 2 7

3 土 石 用 破 砕 機 等 1 3 2 1 5

4 織 機
ー

5 建設用 資材製造機械 2 6 3 1 1 1 3

6 穀 物 用 製 粉 機

7 木 材 加 工 機 械 5 1 1 2 2 4 5 6 3 1 4 2 4 1

8 抄 紙 機 2 1 1 4 1 7

9 印 刷 機 械 1 0 1 7 3 2 9 5 2 0 8

1 0 合成樹脂用射出成形機 1 8 1 0 1 2 9

1 1 鋳 型 造 形 機 1 1 1 1

。十 6 1 0 5 1 6 2 6 7 8 1 4 1 2 1 5 6 1 , 6 4 6

届 出 工 場 事 業 場 9 5 1 0 0 4 5 2 2 3 9 4 2 7 8

@
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(2) 騒音規制法によ る 特定建設作業の届出数

表 9 4 特定建設作業の種類別届出数

種 類 ＼＼＼＼＼市町村名 鳥取市 米子市 倉吉市 境港市 国府町 郡家町 日 吉津村 。十

1 く い打機等を使用す る作業 9 5 9 8 4 1 8 1

2 び ょ う 打機を使用す る 作業

3 さ く 岩 機 を 使用 す る 作業 8 2 0 2 8

4 空気圧縮機を使用 する 作業 3 3 6

5 表終る詰柔フ ン ト 等を
一

討 1 7 8 2 8 7 O O 1 1 1 5

(3) 鳥取県公害防止条例によ る騒音関係特定施設届出数

表 9 5 騒音関係特定施設届出数 ( 昭和 5 8 年 3 月 3 1 日 現在 )

種 類 ＼＼~＼蓮町村名 鳥取市 米子市 倉吉市 境港市 国府町 郡家町 日吉津村 計

ク ー リ ン グ タ ワ ー 2 0 5 1 7 9 3 3 1 7 O 5 O 4 3 9

届 出 事 業 場 1 2 1 1 1 5 3 0 1 4 O 3 O 2 8 3

- 1 0 2 -



第 4 章 振 動

第 1 節 振動の現況

1 概 要

振動は、 そ の発生源が生産工場、 建築 ･ 土木工事、 交通機関等が主体 と な っ てお り 、 騒音 と 同様に

感覚的、 かつ、 心理的な要素が加わ り 、 不快感や気分がイ フ イ フ す る等の被害を与え 、 ま た 、 振動が

大 き か っ た り 、 発生源が近接し てい る 場合 は、 壁、 タ イ ル等の ヒ ビ割れ、 屋根がわ ら のズ レ等の物的

被害を生 じ る 。 ( 表 9 6 )

昭和 5 7 年度の全苦情件数 2 1 7 件の う ち 、 振動苦情は 3 件 ( 2 % ) で発生源別に見る と 、 建築土木

工事に伴 う も のが 2 件、 そ の他が 1 件 と な っ てい る 。

振動の規制に関 して は、 振動規制法が昭和 5 1 年 6 月 1 0 日 付法第 6 4 号で公布、 同年 1 2 月 1 日

か ら 施行 さ れ、 本県 において も 、 昭和 5 3 年 6 月 9 日 規制地域の告示を し 、 6 月 1 9 日か ら 、 鳥取市、

米子市、 倉吉市、 境港市の一部について施行 してい る 。

表 9 6 地震 と振動 レベル

気 象 庁 震 度 階 級 ( 1 9 4 9 年 )

0 無感 ( N o f ee 1 i ng )

人体 に感 じないで地震計に記録 さ れる程度

加速度 o. 8 ga l ( 55 dB) 以下

I 微震 ( s l i蝕 t )

静止 してい る 人や、 特に地震に注意深い人だ け に感ず る 程度の地震

0 8 ~ 2 5 ga l ( 55 ~ 6 5 dB)

肛 軽震 ( W eak )

大せいの人に感ず る程度の も ので、 戸、 障子がわずかに動 く のがわか る く ら いの地震

2. 5 ~ 8 0 ga l ( 6 5 ~ 7 5 dB )

m 弱震 ( R a t her s t rong )

家屋がゆれ、 戸、 障子がガタ ガタ と 鳴動 し 、 電灯のよ う なつ り 下げ物は相当 ゆれ器内の水面の

動 く のがわか る 程度の地震

8 0 ~ 2 5 . 0 ga l ( 7 5 ~ 85 dB )

N 中震 ( s t r ong )

家屋の震動が激 し く 、 すわ り の悪い花びんな どは倒れ、 器内の水は あふれ出 る 。 ま た 、 歩いて

い る 人に も 感 じ ら れ、 多 く の人々 は戸外に飛び出す程度の地震

2 5 . 0 ~ 8 0 0 ga l ( 85 ~ 95 dB )
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気 象 庁 震 度 階 級 ( 1 9 4 9 年 )

V 強震 ( Ve ry s t r ong )

壁に割目 がはい り 、 墓石、 石 ど う ろ が倒れた り 、 煙突、 石垣な どが破損する 程度の地震

8 0 . 0 ~ 2 5 0 0 ga l ( 95 ~ 1 05 dB )

M 烈震 ( D 1 s a s t rous )

家屋の倒壊は 3 0 %以下で山 く ずれが起 き地割れを生じ 、 多 く の人々 はすわ っ て いる こ と がで

き ない程度の地震

2 5 ○ 0 ~ 4 0 0. 0 ga 1 ( 10 5 ~ 1 1 o dB )

W 激震 ( Ve工y D 1 s as t r ous )

家屋の倒壊が 3 0 %以上におよ び、 山 く ずれ、 地割れ、 断層 な どを生ずる 。

4 0 0 0 ga l ( 1 1 o dB ) 以上

2 各種振動測定鼻査結果

(1 ) 道路交通振動調査

環境週間 ( 6 月 5 日 ~ 1 1 日 ) の行事の一つ と して 、 鳥取市 6 地点、 倉吉市 3 地点、 米子市 6 地

点、 及び境港市 3 地点計 1 8 地点において道路交通振動測定を し併せて 自 動車台数 ( 原付 自動二輪

車以上 ) を澗査 した 。 ( 表 9 7 )

こ の調査は振動規制法に基づ く 測定方法で行い、 その 8 0 パ ー セ ン ト レ ン ジの上端値の平均値で

見れば、 鳥取市 4 4~ 4 8 ブ ジベル ( 以下 ｢dB｣ と 。己す。 ) 、 倉吉市 4 3 ~ 4 9 dB、 米子市 4 5 ~

5 2 dB 、 境港市 3 7 ~ 4 9 dBで あ り 、 いずれの地点において も 振動規制法第 1 6 条に基づ く 指定地

域内 におけ る道路交通振動の限度 と比較すれば限度以下であ る 。

(2) 環境振動実態調査

昭和 5 7 年度中 に、 振動規制法に基づ く 期制地域の指定を行 って いる 4 市 ( 1 6 地点 ) 及 び港湾

埋立て事業に伴 う 振動監視地点 1 市 ( 4 地点 ) 。十 4 市 ( 2 0 地点 ) で実施 した調査結果は表 9 8 の

と お り で あ る 。

墨査結果 を みる と 、 いずれの地点において も 、 振動規制法第 1 6 条に規定す る指定地域内にお け

る 道路交通振動の限度以下で あ る 。
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表 9 7 昭和 5 7 年度 環境週間行事におけ る道路交通振動測定調査結果

地域 測定月/日 測定地点
所在地

(野戦

最高値
2

最低値
(dB) 平均値鋤 区域の区分

経 年 変 化

測定値 (d助 交通量/1 0分間 ( ) 大型車

53年度 54年度 55年度 56年度 57年度 53年度 54年度 55年度 56年度 57年度

鳥取市 6/6

鳥 取 駅 前
付 近

今 町
(4 )

50()42 46 2
43 5 0 48 4 6 46

を生る
13 1

(9) 1生も 燭
※ 7 1

(8)

日 交 旅 行
セ ン タ ー前

末広温
泉町(4 )

49 ()47 48 2
42 44 4 8 48 4 8

覆る
175

(24) 義) 密)
※ 78

(5)

県 庁 前 東(4 )町 52~44 47 2
4 1 44 4 4 43 47

を生も 器) 燭 謎 を生も

大村薬局前 片(2 )原 46 ()4 1 44 2
43 4 5 46 44 1 60

( 8 ) 1蒙ろ 1 "2)
※ 61

(の

鳥 取 警 察
署 前 輻町 47()44 4 5 1

3 9 44 40 4 5 294

(2 4) る 桑2も 後発

面谷外科前 蒐声 50()48 48 1
43 3 9 4 8

なあ 総 燭

倉吉市 6/9

打 吹 駅 前
明治町

( 2 )
48()40 43 2

4 1 45 4 0 43 43

蒙ら :8)
99

(9) 1 そら 裁ち

倉 吉 駅 前
通 り 鴇町 52()42 4 9 2

5 3 48 4 9 52 49

覆る :参ら :そる そ参ら
258

(1 6)

宮 川 町
ロ ー タ リ ー

宮川町
(4 )

50 ′~47 48 2
49 4 9 4 6 46 48 19 0

(1 5) 総 をあ そ捻)
1 90

(7)

米子市 6/臥汐

米 子 駅 前
明治町

(4 )
54 ()47 50 2

54 53 52 53 50

場 t参ら 袂参ろ モ参ろ 1 蒙る

中国電力前
加茂町

(4 )
54 ′~49 5 1 2

49 5 2 5 0 50 5 1

桑葬ら
327

(5 7) 獲ら
3 65

(53) そ獲ら

明治生命前 礎町 54 ｣し5 1 5 2 2
5 1 5 1 46 48 52

"88) "蟹) 桑猛ら 獲ら
3 02

(31 )

消 防署付近
富士見
町 (4)

4 7()42 4 5 2
48 4 8 50 4 5

獲る 褐 なる
※ 1 27

(5)

鳥 銀
米子支店前

西福原
(4 )

5 1 ノし48 5 0 2
5 3 49 51 50

潟 総 翳る
※205

(1 2)

隠 樹 建 築
事 務 所 前

米 原
(4 )

47()43 4 5 2
43 44 45

総 毬 蒙ら

境港市 6/M

鳥 銀
境港支点前 上場蕩町 50 ()48 49 1

42 4 4 48 47 49

を参る tまあ tそら ★仝“)
1 1 6

( 1 0)

境公民館前 湊( 2 )町 47()43 4 5 1
5 0 50 49 45

をまる をまち
1 06

( 1 3)
97

(9)

× ×

中国電気工事
境港出張所前

外江町
( 2 )

3 8()3 7 37 1
4 1 4 1 3 9 4 1 37

蒙ろ
61

(5)
5 9

(6)
54

(5)
5 2

(3)

鰯 測定値は 8 0 % レ ン ジ の上端値で、 午前 8 時か ら 午後 4 時までの 2 時間お き 5 回 の測定

※印は交通量片側車線のみ。

※※印は昭和 5 7 年度よ り 山 陰合銀西支店前に変更。

区域の区分は、 振動規制法 ( 施行規則第 1 2 条 ) に定め ら れてい る 第 1 種区域及び第 2 種区域。
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表 9 8 昭和 5 字年度 環境振動澗査結果

地域
測 定

月/日
測 定 地 点 所在地

道 路 名

( 車線数 )
蓼
区分

測定値色翰
交通量/1 0分間
( ) は 大 型 車

昼間 夜間 昼間 夜間

鳥取市 9/6

山 の 手 セ ン タ ー 前 訪町
国 道 29 号 線

(2)
1 4 0 3 5 2 0 6 (9 ) 1 2 O@

鳥取市文化ホ ー ル前 壼泉奇
県道福部鳥取線

(2)
2 5 0 4 5 1 6 4 (7) 8 9 (3 )

喫 茶 パ ル ー ア 前 田 園町
国 道 29 号 線

(2)
2 5 2 3 9 2 7 3 69 1 1 8 (7)

鳥 取 ス ト ア 前 天神町
国 道 53 号 線

(4)
2 5 1 4 1 2 0 3 の 1 0 9 (5)

倉吉市

9/8

( 午後 )

9ゾ20

(午前)

倉 吉 ホ ー ム 電業前 大正町
国 道 3 1 3 号 線

(2)
1 4 1 3 5 1 0 7 (8) 6 4 (3)

叢 正 寺 前 河原町
国 道 3 13 号 線

(2)
1 4 4 3 8 1 0 0 (6) 7 5 (3 )

倉 吉 西 中 学 校 裏 秋 書
地方道倉吉赤碕
中 山 緩瓢2)

1 3 8 3 0 7 2 (6) 3 2 ( 1 )

中 国 電 気 工 事 前 八 屋
国 道 179 号 線

(4)
2 4 5 3 3 2 4 0 の 9 1 (5 )

米子市

10/7
(午後 )

10/8
(午前 )

戸 口 田 医 院 前 上福原
県道皆生西原線

(4 )
1 4 2 3 6 1 7 9 (5 ) 6 4 (2)

田 辺 外 科 医 院 前 道笑町
国 道 181 号 線

(2)
2 4 7 4 6 1 8 2 Qの 9 5 (9)

高野産業第二倉庫前 被園町
国 道 9 号 線

(2)
2 5 1 5 1 1 6 3 @の 1 1 4 @の

建設省米子出張所前 車 尾
国 道 9 号 線

(4 )
2 5 0 4 8 3 2 2 6の 1 5 2 飼

境港市

10/1 2

境 港 公 民 館 前 湊 町
県道彦名境港線

(2)
1 5 4 4 1 5 1 Qの 3 2 (2)

山陰合銀境西支店前 外江町
県道彦名境港線

(2)
1 3 7 3 1 7 0 (7) 4 9 (2 )

順 天 堂

ハ ウ ジ ング フ ン ド前
東本町

県 道 境 港 線
(2)

2 3 8 3 6 3 5 (1) 1 4 (1 )

都 田 水 産 前 上道町
地方道米子境線

(4)
2 4 5 3 8 1 O O Qの 5 6 (5)

1 0/1 3

北陽タ イ ヤサービス前 竹内町
(4)

2 4 4 3 7 1 4 5 @の 8 1 (7)

浜田 ブロ ッ ク 工業前 竹内町
(4)

2 4 2 3 4 5 0 ⑬ 9 9 (7)

武 良 水 産 加 工 前 高松町
(4)

1 4 2 3 7 1 3 9 ⑤ 9 3 (7)

工 業 試 験 場
境 港 分 場 入 口

新屋町
(4)

1 4 2 3 6 1 4 5 Qの 8 5 (6)

㈱ 測定値は 8 0 % レ ンジ の上端値で、 各測定時間 ( 午前 5 時、 7 時、 1 0 時、 午後 4 時 、 7 時 、
1 0 時以降 ) の時間区分 ( 居間 午前 8 ~午後 7 時、 夜間 : 午後 7 時~翌 日 の午前 8 時)の平均値。
区域の区分は 、 振動規制法施行規則第 1 2 条に定め ら れてい る第 1 種区域及び第 2 種区域。
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第 2 節 振動 の防止対策

1 法によ る 規制

(1 ) 振動規制法

振動規制法 ( 昭和 5 1 年 1 2 月 1 日 施行 ) では 、 都道府県知事が振動 を防止す る こ と によ り 住民

の生活環境を保全す る 必要があ る と 認め る地域を指定し 、 こ の地域内において 、 工場及び事業場に

おけ る事業活動並びに建設工事に伴 っ て発生す る 相当範囲にわた る振動 ( 法第 2 条 ) について必要

な規制 を行 う と と も に 、 道路交通振動に係 る要請の措置を定め る こ と な ど によ り 生活環境を保全

し 、 国民の健康に資す る こ と と し てい る 。

本県におけ る地域指定状況は表 9 9 と表 1 0 0 の と お り であ る 。

表 9 9 地域指定状況

告 示 年 月 日 地 域 指 定 市 名

昭和 5 3 年 6 月 9 日

( 県告示第 5 3 1 号~第 5 3 3 号 )
鳥取市、 米子市、 倉吉市及び境港市の一部

@

表 1 0 0 振動規制の区域の区分 と 用途地域の関係

特定工場等において発生す る 振動について規制

す る 区域並びに道路交通振動の限度に係 る 区域

都市計画法に基づ く

用途地域の区分

特定建設作業に伴っ
て発生す る振動につ
いて規制す る 区域

第 1 種区域

良好な住居の環境を保全す る ため 、 特に静穏の

保持を必要 と す る 区域及び住居の用 に供 さ れてい

る た め 、 静穏の保持 を必要 と する 区域。

第 1 種住居専用地域 第 1 号区域

( 工業地域の う ち 、 学

校、 保育所、 病院 、

診療所、 図書館及 び

特別養護老人ホ ー ム

の敷地の周囲約 8 0

m以内の区域を含む )

第 2 種住居専用地域

住 居 地 域

第 2 種区域

住居の用 に併せて商業、 工業等の用 に供 さ れて

い る 区域であ っ て 、 そ の区域内の住民の生活環境

を保全す る た め 、 振動の発生を防止す る必要があ

る 区域及び主 と して工業等の用 に供 さ れてい る 区

域であ っ て 、 そ の区域内の住民の生活環境を悪化

さ せないた め 、 著 しい振動の発生を 防止す る必要

があ る 区域。

近 隣 商 業 地 域

商 業 地 域

準 工 業 地 域

工 業 地 域
第 2 号区域

指 定 地 域 か ら 除 外 工 業 専 用 地 域 指定地域か ら 除外

国 規制の区域を示す図面は 、 県庁環境保全課、 関係市役所公害担当課に備え置 き 一般の縦覧に供

してい る 。
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ア 工場、 事業場振動

工場 、 事業場振動について規制の対象 と な る のは 、 指定地域内 にあ っ て 、 特定施設 ( 政令第 1

条 ) を設置 して い る工場及び事業場 ( 特定工場等 と い う 。 ) であ る 。

特定工場等には 、 規制基準の遵守義務が課せ ら れてお り 、 知事 ( 指定地域市町村長に事務委任。

以下同 じ。 ) は規制基準に適合 しな い振動 を発生する こ と “こ よ り 周辺の生活環境が損な われる と

認め る と き は 、 振動の防止の方法等に関 し 、 改善等の勧告及び"改善命令 を行 う こ と がで き る 。

表 1 0 1 特定工場等において発生す る 振動についての規制基準

区域の区＼#~趨の区分
昼 間

( 午前 8 時か ら 午後 7 時 まで )
夜 間

( 午後 7 時か ら翌 日 の午前 8 時ま で )

第 1 種 区 域 6 0 プ"ジベラレ 5 5 デ"ジベル

第 2 種 区 域 6 5 プ" ジ ベラレ 6 0 プ" ジベラレ

〔 基準値は特定工場 ( 振動規制法施行令別表第 1 に定め る 施設を設置す る工場 事業場 ) において

発生す る振動の特定工場等の敷地の境界線上にお け る大 き さ 。 〕

イ 建設作業振動

建設作業振動について規制の対象 と な る の は 、 指定地域内において 、 建設工事を施工す る場合

に 、 特定建設作業 ( 政令第 2 条 ) を伴 う 作業で あ る 。

特定建設作業には、 届出義課が課せ ら れてい る 。 ま た 、 市町村長は、 特定建設作業に伴い発生

す る振動が一定の基準に適合 しない こ と によ り 、 周辺の生活環境が著 し く 損なわれる と認め る と

き は 、 振動の防止の方法等に関 し 、 改善勧告及び"改善命令を行 う こ と がで き る 。
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表 1 0 2 特定建設作業に伴っ て発生す る 振動についての規制基準

謹褒
簑

盪
替

① く い打機 (
も ん けん及び
圧入式 く い打
機を除 く 。 ) く
い抜機 ( 油圧
式 く い抜機 を
除 く 。 )又は く
い打 く い抜機
( 圧入式 く い
打 く い抜機 を
除 く 。 )を使用
す る 作業

②鋼球 を使用
して建築物そ
の他の工作物
を破壊する 作
業

③舗装版破砕
機を使用 する
作業 ( 作業地
点が連続的に
移動す る 作業
に あ っ ては、
1 日 にお け る

当該作業に係
る 2 地点間の
最大距離か50
メ ー ト ル を超

え ない作業に
限 る 。 )

④ブレー カ ー (手
持式の も の を除
く 。 ) を使用 す る
作業 ( 作業地点
が連続的に移動
す る 作業に あ っ
て は 、 1 日 にお

け る 当該作業に
係 る 2 地点間の
最大距離が50メ
一 ト ル を超 えな

い作業に限る 。 )

適 用 除 外

作 業 場 所 の
敷地境界線振動

75デジベル を

超 えない こ と

75ゲ ジベル を

超 えない こ と

75ブジベ ルを

超えな い こ と

7 5ブジベル を

超えない こ と

作業禁止

の時間帯

錫
午後 7 時~

午前 7 時
午後 7 時~

午前 7 時
午後 7 時~

午前 7 時
午後 7 時~

午前 7 時
災害、 非常の事態、 人の
生命、 危険防止、 鉄軌道
の正常運行、 道路法及び
道交法の 占用及胡許可の
夜間指定

2 号
区域

午後1 0時~
午前 6 時

午後1 0時~
午前 6 時

午後1 0時~
午前 6 時

午後1 0時~
午前 6 時

作業時間
の長 さ の

制 限

錫 1 日 10時間 1 日 1 0時間 1 日 1 0時間 1 日 10時間 災害、 非常の事態、
人の生命、 危険防
止錫 1 日 14時間 1 日 1 4時間 1 日 1 4時間 1 日 14時間

連続 して
作業す る
こ と ので

き る 日 数 弓圀一房圀 6 日 間 以 内 6 日 間 以 内 6 日 間 以 内 6 日 間 以 内

災害、 非常の事態息
人の生命、 危険防
止

作 業 を 禁 止

す る 日

日曜 日 、

そ の他の休 日

日 曜 日 、

そ の他の休 日

日 曜 日 、

そ の他の休 日

日曜 日 、

その他の休 日

災害、 非常の事態、
人の生命、 危険防
止、 鉄軌道の正常
運行、 電業法の必
要作業、 道路法及
ぴ道交法の占用及
ぴ許可の時 、 そ の
他の休日指定

"▲"
L
F

ウ 道路交通振動

振動規制法では 、 指定地域内において、 市町村長が道路交通振動についてその測定レベルが一

@ 定の限度を超え 、 道路周辺の生活環境が著 し く 損なわれる と認め る と き は 、 道路管理者こ対 し道
路交通振動の防止のた めの舗装、 維持又は修繕の措置を要請 し 、 又は都道府県公安委員会に対 し

道路交通法の規定によ る措置を執 る べ き こ と を要請す る こ と がで き る 。

表 1 0 3 振動規制法第 1 6 条第 1 項の規定に基づ く 指定地域内におけ る道路交通振動の限度

区域の区萌そ~蝋廻の区分
昼 間

( 午前 8 時か ら 午後 7 時 まで )
夜 間

( 午後 7 時か ら翌 日 の午前 8 時ま で )

第 1 種 区 域 6 5プ"シベラレ 6 0 デゞ シベ ノレ

第 2 種 区 域 70 ブ" ･シベラレ 65フゴ ･シ ノミマレ

- 1 0 9 一



2 特定施設等の 届出状況

( 1 ) 振動規制法によ る 特定施設の届出数

表 1 0 4 特定施設の種類別届出数 ( 昭和 5 8 年 3 月 3 1 日現在 )

施設の種類 ＼＼＼＼こ 名 鳥取市 米子市 倉吉市 境港市 計

1 金属加工機械

イ 液 圧 プ レ ス 2 3 1 3 2 6 4 6 6

ロ 機 械 プ レ ス 1 6 3 7 8 2 7 2 5 9

ノ 、 せ ん 断 機 1 4 1 5 2 8 1 5 7 2

一 鍛 造 機 3 1 6 6 2 5

ホ ワ イ ヤ ー フ ォ ー ミ ングマシン

小 計 2 0 3 5 1 1 4 2 2 6 4 2 2

2 圧 縮 機 4 2 8 0 7 8 4 2 0 4

3 破 砕 機 等

破 砕 機

摩 砕 機 1 4 1 4

ふ る い 1 1

分 級 機

小 計 1 4 1 1 5

4 織 機

コ ン ク リ ー ト

5 ブb ツ クマシヌ等

コ ン ク リ ー ト ブ ロ ッ ク マ シ ン 2 3 5

コ ン ク J ー ト 管製造機械 及

び コ ン ク J ー ト 柱製造機械

小 計 2 3 5

6 木材加工機械

イ ド フ ム バ ー カ ー 3 1 4

ロ チ ッ ノ で 一 3 6 3 2 1 4

小 計 3 9 4 2 1 8

7 印 刷 機 械 4 8 1 6 9 5 7 8

8 ゴ ム練用 又は合成樹脂棟用 ロ ー ル機
一

9 合成樹脂用射出成形機 2 0 1 2 3 2

10 鋳 型 造 型 機 9 9

計 3 3 2 1 6 9 2 4 5 3 7 7 8 3

届 出 工 場 事 業 場 4 3 4 7 2 4 2 1 1 3 5

(2 ) 振動規制法によ る特定建設作業届出数

表 1 0 5 特定建設作業の種類別届出数 ( 昭和 5 7 年度中 )

種 類 ＼＼＼＼ 市 名 鳥 取 市 米 子 市 倉 吉 市 境港 市 話

1 く い 打 機 等 を 使 用 す る 作 業 1 9 6 0 1 3 3 9 5

2 鋼 球 を 使 用 し て 破 壊 す る 作 業
-

3 舗 装 版 破 砕 機 を 使 用 す る 作 業 1 5 1 5

4 ブ レ ー カ ー を 使 用 す る 作 業 5 5 O 1 1 1

討 2 4 8 0 1 3 4 1 2 1

- 1 1 0 -



臭悪第 5 章

第 1 節 悪 臭 の 現 況

わわれわれが悪臭に対 して も っ てい る嫌悪感や不快感は 、 生活環境、 生活様式、 個人差等によ っ て異な

っ てい る 。 悪臭苦情は 、 悪臭発生対象事業場の多様化 と 、 田 園地域の宅地化や事業場に近接す る 住宅の

増加等に加えて 、 個人の感情、 利害等が関与 して表面化 し 、 訴 えの範囲 も 広が る傾向 にあ る 。

県内の悪臭発生事業場は中小規模の も のが多 く 悪臭防止技術の困難 さ 、 及び経済的な面か ら悪臭防

止対策がお く れてい る のが現状であ る 。

昭和 5 7 年度の悪臭に関す る苦 情受理件数は 2 6 件で、 総苦 情受理件数 2 1 7件の 1 2 % と な っ てお り

発生源別では事業に関連 した も のの う ち 畜産業によ る も のが 7 件 ( 2 7 % ) で最 も 多か っ た 。

悪臭防止法によ り 悪臭物質 と して指定 さ れた ア ンモ ー ア等 8 物質につ いて、 悪臭防止の必要な地域、

の 悪臭 を発生す る 工場、 事業場等 1 7 施設延べ 3 5 地点で環境大気中の濃度を測定 したが、 規制地域内 の

7 事業場で排出 された悪臭物質が当該区域の基準値を超えた も のはな く 規制地域外の 1 0 事業場で も

規制基準 ( 悪臭強度 2. 5 ) 以下であ っ た 。 ( 表 1 0 7 )

表 1 0 6 悪臭苦情受理件数

年 度 公害苦情総受理件数
悪 臭 苦 情 受 理 件 数

総 件 数 畜 産 関 係 件 数

5 1 1 8 0 3 3 3 0

5 2 1 7 0 3 5 2 2

5 3 1 9 7 4 0 1 5

5 4 1 7 1 3 2 1 2

5 5 1 7 3 1 6 5

5 6 2 0 9 2 9 8

5 7 2 1 7 2 6 7

- 1 1 1 一



表 1 0 7 昭和 5 7 年度事業場悪臭測定結果

所 在 地

規 制
地域の

区 分

業 種 採取地点
測定

回数
ア ンモ ー ア

メ チブレメ ノレ

力 ブ タ ン

鳥 取 市 A し尿処理施設 敷地境界点 2 0 3 5 ~ 0 0 9 N D

れソ A 下水処理施設 イン 2 0 1 3 () 0 0 9 N D

メソ A 牛 舎 れソ 1 0 1 9 N D

んソ 豚 舎 イン 2 0 3 3 () 0 1 5 N D

イン A 魚 粉 製造 所 れソ 2 0 0 6 N D

倉 吉 市 A ご み 焼 却 場 れソ 2 0 . 0 9 ~ N D N D

･

イン A し尿処理施設 イン 2 0 1 8 () 0 . 1 7
0 0 0 1 3

() 0 . 0 0 0 8

イン C 魚肉缶詰製造 れソ 2 0 1 4 ~ N D N D

用 瀬 町 豚 舎 イン 1 0 1 0 N D

若 桜 町 豚 . 牛 舎 " 1 0 7 0 0 0 0 1 5

んソ 鶏 舎 んソ 1 0 7 0 N D

れソ メソ イン 1 1 1 N D

福 部 村
イン れツ 1 0 1 7 N D

北 条 町 板 金 塗 装 たソ 1 0 1 5 N D

大 山 町 鶏 豚 舎 " 1 0 . 1 5 N D

メソ 豚 舎 " 1 0 1 4 N D

れソ んソ " 1 0 2 7 N D

悪 臭 物 質 濃 度 ( ppの

硫 化 水 素 硫化メ チル
ト リ メ チル

ア ミ ン

二 硫 化
メ チ ノレ

ア セ ト

ア ルブト ヒ ド
ス チ レ ン

0 0 5 9 ()0 . 0 1 2 N D
0 0 0 0 3

~N D
N D N D

N D N D N D N D N D

N D N D N D N D N D

0 0 0 0 6

~N D
N D

0 0 0 0 3

~N D
N D N D

0 0 0 0 3

~ N D
N D 0 . 0 0 0 4 N D N D

N D N D N D N D N D

0 . 1 8() 0 0 8 3
0 0 0 3

() 0 0 0 0 3
N D N D N D

0 0 0 2 9

() 0 0 0 0 8

0 0 1 2

~ N D
N D N D N D N D

0 0 0 9 5 N D N D N D N D N D

0 0 0 7 4 N D 0 0 0 0 3 N D N D N D

0 0 0 1 2 N D N D N D N D N D

0 0 0 0 6 N D N D N D N D N D

0 0 0 2 3 N D 0 0 0 0 4 N D N D N D

N D N D N D N D N D 0 0 1 4

｢

0 0 0 0 4 N D N D N D N D N D

0 0 0 0 4 N D N D N D N D N D

0 0 0 0 6 N D N D N D N D N D

N D 検出 さ れず

- 1 1 3 -
- 1 1 2 -



第 2 節 悪臭防止対策

法令によ る規制

悪臭公害か ら生活環境を守 る た め 、 昭和 4 6 年 6 月 1 日 悪臭防止法が制定 さ れ、 昭和 4 7年 5 月 3 1

日 か ら施行 さ れた。 こ の法律は住民の生活環境を保全す る た め、 住居が集合 してい る地域、 学校、 病

院等の周辺その他悪臭を防止す る必要があ る と 認め ら れ る地域を対象 と して知事が地域を指定 し 、 指

定地域内で事業活動に伴っ て発生す る悪臭物質の排出について規制基準を設定す る こ と と さ れてい る 。

しか し、 工業専用地域については地域の特殊性か ら原則 と して規制地域の対象 と さ れていない 。

県では昭和 4 8 年 1 0 月 1 2 日告示第 7 6 7 号で鳥取市ほか3市 9 町 1 村を 、 昭和 4 9 年 7 月 2 日 告

示第 5 7 1 号で東伯町ほか 4町を 、 昭和 5 6 年 3 月 2 4 日告示第 2 8 3号で岩美町ほか 4町 1 村 を規制地

域 と して指定 し 、 5 物質について規制墜凖を定め、 ま た 、 同 じ く 5 物質について昭和 5 6 年 3 月 2 4

日 告示第 2 8 4号で米子市、 日吉津村の規制地域の一部拡大を 、 さ ら に昭和 5 8 年 6 月 7 日告示第5 1 3

号で淀江町の規制地域の一部拡大を行 っ た 。

昭和 5 1 年 9 月 1 8 日 悪臭防止法施行令の一部改正に よ り 悪臭物質 と し て追加指定 さ れた 3 物質に

ついて は、 昭和 5 6 年 3 月 2 4 日 告示第2 8 5号で鳥取市ほか 3 市 5 町 2 村 を 、 昭和 5 8 年 6 月 7 日 告

示第5 1 4号で国府町ほか 1 3 町 について規制地域を指定 し規制基準 を定めてい る 。

悪臭規制指定地域内の事業場等には規制基準の遵守義務が課せ ら れてお り 、 ′ 知事 ( 指定地域市町村

長に事務委任 ) は 、 事業活動に伴 っ て発生す る 悪臭物質の排出が規制基準に適合 しな い こ と “ こ よ り 周

辺住民の生活環境が損なわれてい る と認め る場合には、 施設等の改善勧告、 更には改善命令 を行 う こ

と がで き る 。 現在規制対象 と さ れてい る悪臭物質は 、 ア ン モニ ア 、 メ チルメ ルカ ブ タ ン、 硫化水素、

硫 化メ チル、 ト リ メ チル ア ミ ン 、 二硫化メ チル、 ア セ ト アルデ ヒ ド ス チ レ ンの 8 物質で あ る 。

本県におけ る悪臭規制の状況

規制区域 と規制基準

表 1 0 8 昭和 4 8 年 1 0 月 1 2 日 鳥取県告示第 7 6 7 号

※琴薄 アンモー ア
メ チツレ メ ル

力 ブ タ ン
硫 化 水 素 硫化メ チル

ト リ メ チル

ア ミ ン

A 2 5 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0 5

B 3 . O 2 0 0 0 4 0 0 6 0 . 0 5 0 0 2

C 3 5 5 0 0 1 0 2 0 2 0 0 7

- 1 1 4 一



④

表 1 0 9 昭和 5 6 年 3 月 2 4 日 鳥取県告示第 2 8 5 号

区 域
悪 臭 惚,雰 二硫化メ チル アセ ト アルブ" ヒ ド ス チ レ ン

規制地域全域 2 5 0 0 0 9 0 0 5 0 . 4

表 1 1 0 悪臭物質の臭気強度別濃度

臭 気

強 度

ア ン

モ ー ア

メ チツレ

メ ルカ

フ9タ ン

硫 化

水 素

硫 化
メ チブレ

ト リ メチ

ノレア ミ ン

二硫化

メ チブレ

アセ トア

ルヴセ ド
スチレ、/ 備 考

2 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 6 0 . 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 1 0 2

2 5 1 0 .0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 9 0 0 5 0 4
総理府令に
よ る 下限

3 0 2 0 0 0 4 0 0 6 0 0 5 0 0 2 0 0 3 0 . 1 0 8

3 5 5 0 0 1 0 2 0 2 0 0 7 0 1 0 5 2
総理府令に
よ る 上限

4 0 1 0 0 0 3 0 7 1 0 2 0 3 1 4

@

- 1 1 5 一
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1表 1 1 1 悪臭規制地域 ( 5 物質分 ア ンモ ー ア 、 メ チルメ ル カ フQタ ン 、 硫化水素、 硫化メ チル 、

ト リ メ チ ルア ミ ン )

告 示 ･

施 行 年 月 日

規 制 地 域

告 示

施 行 年 月 日

規 制 地 域

市町村名
地域内の区分

市町村名
地域内の区分

A B C A B C

告示

昭和 4 8 1 0 1 2

第 7 6 7 号

施行

昭和 4 8 . 1 0 . 1 2

( 4 市 9 町 1 村 )

鳥 取 市 ○ ○
告示、

昭和 4 9 7 ‐ 2

第 5 7 1 号

施行

昭和 4 9 ‐ 7 ‐ 2

( 5 町 )

八 東 町 ○

米 子 市 ○ ○ 気 高 町 ○ ○

関 金 町 ○倉 吉 市 ○ ○

境 港 市 〇 東 伯 町 ○ ○

国 府 町 〇 ○ 名 和 町 ○

郡 家 町 ○

告示

昭和 5 6 . 3 2 4

第 2 8 3 号

施行

昭和 5 6 4 1

( 5 町 1 村 )

岩 美 町 〇 ○ ○

鹿 野 町 〇 船 岡 町 〇 〇 ○

青 谷 町 ○ 河 原 町 ○ ○

羽 合 町 ○ 泊 村 ○ ○

東 郷 町 〇 ○ 西 伯 町 ○ ○

三 朝 町 ○ 会 見 町 ○

赤 碕 町 ○ ( 4 市 1 9 町 2 村 )

日 吉津村 ○ ○

淀 江 町 ○

表 1 1 2 悪臭規制地域 ( 3 物質分 : 二硫化メ チル 、 ア セ ト ア ルデ ヒ ド ス チ レ ン )

告示 ･ 施行年月 日 規 制 地 域 規 制 基 準

告示 昭和56 3 2 4

第 2 8 5 号

施行 昭和56 . 4 . 1

( 4 市 5 町 2 村 )

鳥取市、 米子市、 倉吉市、 境港市、 岩美町、 船岡町、

河原町、 泊村、 西伯町、 会見町、 日 吉津村
臭気強度 2 5

告示 昭和58 6 7

第 5 1 4 号

施行 昭和5 8 6 1 4

( 1 4 町 )

国府町、 郡家町、 鹿野町、 青谷町、 羽合町、 東郷町、

三朝町 、 赤碕町、 淀江町、 八東町、 気高町、 関金町、

東伯町 、 名和町

臭気強度 2 5

囲 規制区域を示す図面は 、 県庁環境保全課、 関係市町村の公害担当課に備 え置いて縦覧に供 して

い る 。

- 1 1 6 -



悪臭防止対策

悪臭規制地域内において 、 悪臭物質を排出 してい る 事業場に対する 施設の改善指導、 悪臭物質の測

定等に関 しては、 市町村長に権限が委任 されてい るが 、 悪臭物質の捕集測定分析について は、 現在の

と こ ろ市町村では測定体制の整備が困難なた め 、 県は測定、 分析等に関 して積極的な援助を行っ てい

る と こ ろ であ る 。 しか し なが ら今後は、 市町村に即応性のあ る 悪臭分析体制が確立 さ れる こ と が唾は

れる 。

現在、 法律で規制 さ れてい る悪臭物質は 8 物質に限 ら れてい る が、 悪臭物質は他に も 多 く 、 複合悪

臭 も あ り 、 法規制 と悪臭被害の実態 と に差があ る こ と 、 更 に技術的な面で悪臭物質を的確に把握 し難

い等の問題点があ る が、 地域住民か ら苦情の あ っ た も の について は 、 発生原因者に対 して施設、 作業

方法等の改善等必要な措置によ っ て悪臭被害を防止す る よ う 指導 してい る 。

なお、 すべての悪臭に対処す る た め環境庁は官能試験法 (三点比較式臭袋法 ) の採用 を 自治体 に対

し推進 してお り 、 機器測定法を補完し悪臭評価に資す る こ と を要望 し 、 試験方法等 も 提示 している が、

規制方法や機器整備 、 試験パネ ルの養成確保な ど今後の課題であ る 。

2

@
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